
届出施設基準 
 

 

当院は下記の事項を四国厚生支局高知事務所に届け出ています。 

 

【医療療養型医療施設】 

情報通信機器を用いた診療に係る基準 

医療ＤＸ推進体制整備加算 

療養病棟入院基本料１ 

療養病棟療養環境改善加算 1 

入院時食事療養(Ⅰ) ・入院時生活療養(Ⅰ)  

がん治療連携指導料 

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

人工腎臓 

導入期加算 1 

透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ 

入院ベースアップ評価料 37 

 

 

 

〔入院基本料〕 療養病棟入院基本料 1（1 日につき）            生活療養：生活療養を受ける場合 

入院料 

医療区分 

ADL

区分 
基本点数 生活療養 入院料 

医療区分 

ADL

区分 
基本点数 生活療養 

疾患 

・ 

状態 

処

置

等 

疾患 

・ 

状態 

処

置

等 

1 3 3 3 1,964 1,949 16 2 1 3 1,371 1,356 

2 3 3 2 1,909 1,895 17 2 1 2 1,343 1,329 

3 3 3 1 1,621 1,607 18 2 1 1 1,189 1,174 

4 3 2 3 1,692 1,677 19 1 3 3 1,831 1,816 

5 3 2 2 1,637 1,623 20 1 3 2 1,776 1,762 

6 3 2 1 1,349 1,335 21 1 3 1 1,488 1,474 

7 3 1 3 1,644 1,629 22 1 2 3 1,442 1,427 

8 3 1 2 1,589 1,575 23 1 2 2 1,414 1,400 

9 3 1 1 1,301 1,287 24 1 2 1 1,260 1,245 

10 2 3 3 1,831 1,816 25 1 1 3 983 968 

11 2 3 2 1,776 1,762 26 1 1 2 935 920 

12 2 3 1 1,488 1,474 27 1 1 1 830 816 

13 2 2 3 1,455 1,440 28 3 - 3 1,831 1,816 

14 2 2 2 1,427 1,413 29 3 - 2 1,776 1,762 

15 2 2 1 1,273 1,258 30 3 - 1 1,488 1,474 



医療区分３ 

算定期間に

限りがある 
《処置》・２４時間持続して点滴 ・中心静脈栄養 

算定期間に

限りがない 

《処置》・中心静脈栄養 ・ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄 ・気管切開又は気管内挿管かつ発熱がある状態 ・酸

素療法(密度の高い治療を要する状態に限る) ・感染症の治療の必要性から隔離室での管理 ・人工呼吸器の使用           

《疾患・状態》・スモン ・医師及び看護職員により常時監視及び管理を実施している状態かつ他に 1項目以上該当する状態 

 

医療区分２ 

 

 

 

 

医療区分２ 

算定期間に

限りがある 

《処置》・尿路感染症に対する治療 ・脱水に対する治療かつ発熱がある状態 ・頻回の嘔吐に対する治療かつ発熱がある状

態 ・傷病等によりリハビリテーション ・せん妄に対する治療 ・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養かつ頻回の嘔吐に対する

治療又は発熱がある状態 ・頻回の血糖検査                                                   

《疾患・状態》・消化管等の体内からの出血が反復継続している状態  

算定期間に

限りがない 

《処置》・医師及び看護師により常時監視及び管理を実施している状態 ・中心静脈栄養 ・人工腎臓 ・肺炎に対する治療

態 ・褥瘡に対する治療 ・末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療 ・うつ症状に対する治療 ・1日 8回以

上の喀痰吸引 ・気管切開又は気管内挿管 ・創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療 ・

酸素療法   《疾患・状態》・筋ジストロフィー・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患 ・

その他の指定難病等・脊椎損傷 ・慢性閉塞性肺疾患 ・悪性腫瘍 ・他者に対する暴行が毎日認められる場合 

医療区分１ 医療区分２・３に該当しないもの 

※ この表で《疾患・状態》及び《処置》には、それぞれ詳細な定義があり、これに該当する場合に限り医療区分 2又は 3に該当することとなります。 

※ ＡＤＬ区分は、ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の４項目ごとに自立（０点）から前面依存（６点）までの合計点で算出します。 

 

〔看護に関する施設基準〕 

 当院では厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。 

当院の看護職員等の配置は次のとおりです。 

職 種 
職員１人あたりの受け持ち患者数（時間帯別平均） 

1 日平均 8：30～17：00 17：00～8：30 

看護職員 7 人以内 11 人以内 33 人以内 

看護補助者 7 人以内 11 人以内 33 人以内 

※ 当院では、1 日に看護要員として 5人以上の看護職員及び 5人以上の看護補助者が勤務しています。 

※ この表で「看護職員」とは看護師、准看護師のことです。また、「看護補助者」とは介護福祉士、看護助手のことです。 

  

[病院給食の施設基準] 

 当院では入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理さ

れた食事を適時適温で提供しています。また当院では、入院患者様ごとに作成した栄養管理計

画に基づき、関係職種が共同して患者様の栄養管理状態等の栄養管理を行っています。 

 

[入院時食事療養費の標準負担額] 

一般（70 歳未満） 70 歳以上の高齢者 標準負担額（1食当たり） 

一般 

（下記以外） 

一般（下記以外）  510 円 

指定難病患者 300 円 

低所得者 

（住民税非課税） 
低所得者Ⅱ（※1） 

過去 1 年間の入院期間が 90 日以内 240 円 

過去１年間の入院期間が 90 日超(長期該当者) 190 円 

朝 食 7 時 30 分頃 

昼 食 12 時頃 

夕 食 18 時 



該当なし 低所得者Ⅰ（※2）  110 円 

※1 低所得者Ⅱ：世帯全員が住民税非課税であって、低所得者Ⅰ以外の者 

※2 低所得者Ⅰ：世帯全員が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時に 0円となる者。あるいは老齢福祉年金受給権者。 

●低所得者に該当する場合は、申請に基づき、保険者が「標準負担額認定証」を交付する。 

●長期該当者となる場合は、新たに申請を行う。 

 

〔特別療養環境室〕 

当院では、厚生労働大臣の定める基準により特別の療養環境の提供をしています。 

入室を希望される方はご相談ください。 

個 室 

２０１号 日額 ２，７５０円（税込） 

２０２号 日額 ３，３００円（税込） 

２１０号 日額 １，６５０円（税込） 

２人室 ２０６号 日額 ８８０円（税込） 

〔保険外負担金〕 

自費負担一覧表（税込） 

種 類 単位 金 額 種 類 単位 金 額 

病衣 １日 ５５円 

おむつ 

長時間安心さらさらﾊﾟｯﾄﾞ １枚 ５５円 

ボディウォッシュ・リンスインシャンプー １回 ３５円 一晩中ｽｷｺﾝｴｸｽﾄﾗ 1 枚 ９９円 

洗濯料 １月 ４，４００円 かんたんﾊﾟｯﾄﾞﾚｷﾞｭﾗｰ １枚 ３３円 

通い袋 １袋 １４３円 ｼｭｯと吸収ｼｰﾄﾜｲﾄﾞ １枚 ５５円 

ティッシュ（1箱） １箱 ９９円 のびーるﾌｨｯﾄﾃｰﾌﾟ止め １枚 １１０円 

投薬瓶 

100ml １個 ５５円 ﾃｰﾌﾟ止めﾀｲﾌﾟ S １枚 ９９円 

200ml １個 ７７円 ﾃｰﾌﾟ止めﾀｲﾌﾟ L １枚 １３２円 

10g～20g １個 ３３円 ﾃｰﾌﾟ止めﾀｲﾌﾟ LL １枚 １１０円 

軟膏缶 

30g １個 ３３円 ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄﾃｰﾌﾟ L １枚 １２１円 

50g １個 ５５円 ﾋﾟﾀｯﾁﾊﾟﾝﾂ ML １枚 １３２円 

100g １個 ７７円 ﾋﾟﾀｯﾁﾊﾟﾝﾂ LL １枚 １５４円 

生命保険 １通 ５，５００円 はくﾊﾟﾝﾂｽﾘﾑ M １枚 ８８円 

診断書 

身障手帳 １通 ２，２００円 はくﾊﾟﾝﾂｽﾘﾑ L １枚 ９９円 

死亡診断書 １通 ５，５００円 はくﾊﾟﾝﾂｽﾘﾑ LL １枚 ９９円 

資格取得用診断書 １通 ３，３００円    

健康診断書 １通 ２，２００円    

診断書コピー １通 １，１００円    

      

      

※ 衛生材料等の治療（看護）行為、およびそれに密接に関連した「サービス」や｢物｣についての費用の徴収や、「設備管理費」等のあいまいな名目

での費用の徴収をお願いすることはありません。 

（令和 8年 1 月 1 日）  森木病院 

施設管理者 北村 嘉男 


